業務委託契約書

　　　　　　　　　　　　　（以下「甲」という。）と、株式会社ジェンダーメディカルリサーチ 代表取締役 宮原富士子（以下「乙」という。）とは、甲が乙に業務を委託することについて、次の通り業務委託契約を締結するものとする。
（契約の目的）
　第　１条　甲は、乙に対し第２条に記した業務について委託し、乙がこの業務の遂行を引き受けることをその目的とする。

（業務委託）
　第　２条　甲は、この契約に基づき、　　　　　　　　　　　　　　の業務を乙に委託するものとする。本契約の業務委託については、履行に必要な関連業務並びに付随業務を含むものとする。
　　　　２　乙の行う委託業務の内容は、別添実施計画書に基づき実施するものとする。
（委託業務の期間）
　第　３条　前条の委託業務の委託期間は、本契約締結の日から平成　　年　　月　　日までとする。
（業務委託料）
　第　４条　業務委託料は、別途定める通りとする。
２　経済事情の変動等により前項の業務委託料が不相当となったときは、甲乙協議の上これを改定できるものとする。
（委託料の支払）
　第　５条　甲は、委託業務を委託するにあたり、業務委託料を、乙の請求に基づき次のとおり支払うものとする。
２　甲は乙に対し、請求書受理後一ヶ月以内にこの契約の業務委託料を支払うものとする。
３　甲は乙に対し、前項の業務委託料の支払につき、その金額を乙の指定する銀行口座に振込む方法によって、これを支払うこととする。なお、その際の振込手数料は、甲の負担とする。
（権利の譲渡等の制限）
　第　６条　乙は、この契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または、承継させてはならない。但し、特別の必要がある場合は甲乙協議して定めるものとする。
（再委託の制限）
　第　７条　乙は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、または請け負わせてはならない。ただし、特別の必要がある場合は甲乙協議して定めるものとする。
（委託業務の変更等）
　第　８条　甲は、必要があるときには乙と協議の上、契約内容の変更・追加等、または履行の中止をすることができる。
２　前項の場合において、業務委託料及び委託期間等の変更があるときは、甲乙協議の上、改めて決定するものとする。
（事故処理）
　第　９条　この契約に基づく委託業務の遂行に支障をきたすおそれのある事態が生じた場合は、速やかに相手方連絡するとともに、甲乙協力してその解決処理にあたるものとする。

（責任制限）
　第１０条　乙は、この契約に基づく委託業務のデータ自体またはその使用から直接的または間接的に生じたいかなる損害についても、乙に故意または重大な過失がある場合を除いては、一切責任を負わない。また乙が責任を負う場合でも、乙はこの契約の委託料の金額を超えて責任は負わない。
（損害の賠償）
　第１１条　甲または乙が、委託業務の履行に際し、その責に帰すべき理由により、甲または乙に損害を与えた場合は、甲は乙に対し、乙は甲に対しその損害を請求することができる。

（契約の解約）
　第１２条　甲は、次号の一に該当するときは、この契約の全部又は一部を解約することができる。

　　　　　（１）災害その他この契約締結後に甲に生じた事情の変化により委託業務の実施を継続する必要がなくなったとき。

　　　　　（２）乙が委託業務を実施することができなくなったとき。

　　　　２　前項の場合における委託料の額及びその支払については、甲乙協議して定めるものとする。
（契約の解除）
　第１３条　甲または乙が、正当な理由なくしてこの契約の条項に違反したとき、この契約に定める業務を履行しないとき、または履行することができないと認められたときは、甲または乙は、協議の上この契約の全部または一部を解除することができる。

　　　　２　前項の契約解除の場合においては、契約期間の途中で被った損害の賠償を請求することができる。
（守秘義務）
　第１４条　乙は、業務の内容及びその進捗に関して、甲との事前の協議なくして第三者に漏洩してはならない。

（個人情報の保護）
　第１５条　甲乙は個人情報の保護の重要性を認識し、この契約から知り得た個人情報に関し、個人の権利利益を侵害することのないよう、適切に取り扱わなくてはならない。

（疑義の解釈）
　第１６条　この契約に定めのない事項及び本契約の各条項について疑義が生じた場合は、甲乙互いに信義・誠実の原則に従い、協議・決定するものとする。

　上記契約の成立を記すため、本書２通を作成し、甲乙双方記名押印の上、各１通を保有する。
平成21年　　月　　日　　　
                            甲
乙
